
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大や長期化の影響により、影響を受けている事業

者を対象に、事業の継続支援を目的に事業復活助成事業を実施します。 

 

１．対象事業者  ①町内に店舗又は事業所を有し、継続して事業を行う者 

         ②令和３年 11月～令和４年３月のいずれかの月の売上が 

平成 30年 11月～令和３年３月のいずれかの同じ月の 

売上と比較し、５％以上の減少となった者 

※詳しくは裏面をご覧ください。 
 

２．助 成 金 額  法人 20 万円 、 個人 10 万円 

 

３．申 請 期 間  令和４年４月１日～令和４年６月 30日 

 

４．申 請 方 法  ①新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告

書に売上高が確認できる書類を添付し、岩手町商工会で

確認を受ける。 

※ 商工会会員以外も受付します。 

  

    ②申請書兼請求書に添付書類を添えて下記まで提出して 

ください。 

            ※添付書類は裏面をご覧ください。 

 

５．申 請 先  岩手町役場 企画商工課商工観光係 

         〒028-4395 岩手町大字五日市 10-44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 
 企画商工課 商工観光係  
 ＴＥＬ：６２－２１１１（２１３・２１４） 
 ＦＡＸ：０１９５－６２－２０７３ 
 E-Mail： kikaku-2@town.iwate.iwate.jp 

岩手町新型コロナウイルス感染症対策 
 

事業復活助成事業のお知らせ 

◎申請様式は、役場企画商工課の窓口、又は町のホームページから

お求めください。 

令和４年３月○○日発行 



例）令和３年 12月を対象月とした場合 
 

 対象月  Ｒ３ 11月 12月  Ｒ４ １月 ２月 ３月 

  

 比較する月 

      Ｈ30 11月 12月  Ｈ31 １月 ２月 ３月 

      Ｒ元 11月 12月  Ｒ２ １月 ２月 ３月 

      Ｒ２ 11月 12月  Ｒ３ １月 ２月 ３月 

 

 

【助成対象者】 
 

   ・ 令和４年１月１日時点で、町内に事業所等を有し事業を営んでいる 

中小企業者、個人事業者 

・ 今後も事業を継続する意思がある者 

   ・ 令和３年 11月～令和４年３月のうち任意のひと月の売上高が、 

平成 30年 11月～令和３年３月のいずれかの同じ月の売上と比較 

して５％以上の減少となった者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象とならない者】 

・ 国の事業復活支援金を受けた者又は今後受ける予定の者 

・ 国及び法人税法 別表第１に規定する公益法人 

・ 農林水産事業者 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風 

  俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者 

・ 政治団体 

・ 宗教上の組織若しくは団体 

・ その他、町長が不適当と判断する者 
 

 

【申請書類】 
 

 ① 申請書兼請求書（様式第１号） 

 ② 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書 

 ③ 事業者と証明できる書類 

 ④ 対象月の売上が確認できる書類 

 ⑤ 対象月と比較する月の売上が確認できる書類 

 ⑥ 振込先口座の通帳の写し 

 ⑦ 誓約書 

⑧ 本人確認書類の写し（個人のみ） 

   ⑨ その他町長が必要と認める書類 

 

R3.12月の売上と、

H30、R元、R２のそ

れぞれ 12 月の売上

を比較し 5％以上減

少している月があ

れば対象となりま

す。 

 


